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 令和 5 年（2023年）4 月11日江東区役所 〒135‒8383 東陽 4－11－28 ☎ 3647－9111（代）
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こうとう区報は発行日から3日かけて 
郵便ポストへお届けしています

ご家庭・事業所等で配布が必要ない場合や、配布部数の変更
を希望される場合は、全戸配布コールセンター（平日および
配布日の9：00～19：00）☎6868-4059へ

読み終わった区報は 
古紙回収へ

　区内の中小企業で正社員を目指すプログラムに参加する研修生を募集しま
す。13日間の就職に向けた対策や、ビジネス基礎等の研修を受講し、区内中
小企業で2か月程度の就業実習を行います。就職に向けたサポートを受けな
がら、実習企業先での正社員就職を目指すプログラムです。
　研修・実習期間中は、区が事業運営を委託する企業に契約社員として採用
され、給与が支給されます。
※案内チラシは、こうとう若者・女性しごとセンターホームページから入手
できます。

時▢ 4／22（土）・25（火）、5／1（月）・11（木）・19（金）10：30～12：30
※その他の日程でも相談可
場▢ こうとう若者・女性しごとセンター（亀戸2-19-1カメリアプラザ9階）
人▢ 本プログラム開始時点で正規雇用されていない、かつ就職の予定がない

29歳以下の方

時▢ 6／9（金）～8／31（木）
人▢ 説明会に参加した方8人（書類確認および面談のうえ、区民を優先して選

考）

研 修 ・ 就 業 実 習

説 明 会

申▢ こうとう若者・女性しごとセンターホームページまたは電話で
☎5836-5160（日曜、祝日を除く）、℻3637-2351
問▢ 経済課雇用支援担当

☎3647-8581、℻3647-8442

▲ こうとう若者・女性
しごとセンター 
ホームページ ▲研修の様子

　亀戸天神社は、「名所江戸百景」に描かれるなど、江戸時代から藤の
名所として知られ、現在は「新東京百景」の一つにも数えられています。
藤が見ごろを迎える時期にあわせ、「藤まつり」を開催します。
時▢ 4／15（土）～5／5（金・祝）

［主催］亀戸天神藤まつり実行委員会
場▢  問▢ 亀戸天神社（亀戸3-6-1）☎3681-0010

対象設備および助成金額一覧表

助成対象設備
助成金額　　（　）内は上限額

［住宅用］ ［事業所用］

太陽光発電システム
太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値1kWあたり5万円（20万円ま
で、集合住宅は150万円まで）　
ただし、個人住宅で蓄電池と同時導入の場合には、1kWあたり6万円（24
万円まで）

太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値1kWあたり
5万円（20万円まで）

蓄電池
蓄電池容量1kWhあたり1万円（10万円まで、集合住宅は50万円まで）　
ただし、個人住宅で太陽光発電システムと同時導入の場合には、1kWhあ
たり2.5万円（20万円まで）

蓄電池容量1kWhあたり1万円（10万円まで）

エネルギー管理システム機器（HEMS・MEMS）
設置に要する
経費の5％

（1設備あたり2万円まで、集合住宅は15万円まで）
設置に要する
経費の5％

（1設備あたり4万円まで）
CO2冷媒ヒートポンプ給湯機（エコキュート） （1設備あたり4万円まで）※個人住宅のみ （1設備あたり8万円まで）
燃料電池装置（エネファーム） （1設備あたり10万円まで）※個人住宅のみ （1設備あたり20万円まで）

高反射率塗装 施工面積1m2（平方メートル）あたり1,000円を乗じた額　助成額＝1,000
円×施工面積（m2）（20万円まで、集合住宅は150万円まで）

施工面積1m2（平方メートル）あたり1,000円を乗じた額　
助成額＝1,000円×施工面積（m2）（20万円まで）

高断熱窓（既築のみ）

設置に要する
経費の10％

（1件あたり10万円まで、集合住宅は100万円まで） 設置に要する
経費の10％

（1件あたり10万円まで）
LED照明（既築のみ） （1件あたり50万円まで）※集合住宅の共用部分のみ （1件あたり50万円まで）

電気自動車等充電設備
急速充電設備（1基50万円まで）

普通充電設備、充電用コンセント、充電用コンセントスタ
ンド等（1基あたり10万円5基まで）

次世代自動車（電気自動車・プラグインハイブリ
ッド自動車・燃料電池自動車）

一律　10万円
※個人での申請のみ受付可能

　区では、個人・集合住宅および事業所を対象に、地球温暖化防止に貢献する
CO2排出削減効果の大きい、創エネ・省エネ設備の設置について、経費の一部
を助成しています。
　新たに令和5年4月の申請分から、個人住宅への太陽光発電システムと、蓄電
池の同時設置で、単独設置よりも上乗せして助成しています。また蓄電池の設
置は、容量の大きさを基準とした助成額に変更しました。
　助成対象設備・助成金額については、下表でご確認ください。また、助成申
請は必ず工事着工前に行ってください（次世代自動車のみ購入後の申請です）。

▲太陽光発電システムの設置イメージ▲区ホームページ

　助成要件や申請の際の必要書類等詳細は、区ホームページ
をご覧いただくかお問い合わせください。
問▢ 温暖化対策課環境調整係☎3647-6124、℻5617-5737


